
※１今回、災害救助法が適用された市・町は上記１の区域で、これは令和元年10月20日現在です。

※２上記１及び２の区域外にお住いの被災者の方も対象となる場合がありますので、最寄りの警察署又 は運転免許センターにお問い合わせください。

※３ 運転免許証の更新以外の手続についても、同様の措置がとられています。

※４ 令和２年３月31日直前は、更新手続きのため、窓口が混雑することが予想されますのでご注意ください。

令和元年台風第19号により被災された方へのお知らせ
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令和元年10月10日まで有効
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有効期間の末日（左の場合、令和元年10月10日）が、

令和元年10月10日から令和２年３月30日までの方

については、令和２年３月31日まで運転することができます。

（令和２年３月31 日までに更新手続をしてください。）

運転免許証の有効期間が令和２年３月31日まで延長されます。

対象となる方
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栃木県警察本部

１ 宇都宮市、足利市、栃木市、下野市、佐野市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、小山市、

那須塩原市、さくら市、那須烏山市、壬生町、上三川町、塩谷町、茂木町、市貝町、高根沢町、那須町、那珂川町に

お住いの方

２ 真岡市、芳賀町、益子町、野木町にお住いの方で、台風19号の被害に遭われた方




